
○
文
部
科
学
省
告
示
第
七
十
四
号

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
百
五
十
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
外
国
に

お
い
て
学
校
教
育
に
お
け
る
十
二
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
準
ず
る
者
を
指
定
す
る
件
（
昭
和
五
十
六
年
文
部
省
告

示
第
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

文
部
科
学
大
臣

馳

浩

第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

外
国
に
お
い
て
、
高
等
学
校
に
対
応
す
る
学
校
の
課
程
（
そ
の
修
了
者
が
当
該
外
国
の
学
校
教
育
に
お
け
る
十
一

年
以
上
の
課
程
を
修
了
し
た
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の

に
限
る
。
）
で
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
も
の
を
修
了
し
た
者

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別添２


